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平成３１年４月 定例教育委員会  会議録 
  

１ 日  時  平成３１年４月８日（月）  開会 １６時００分   閉会 １６時３８分 

 

２ 場  所  福井市役所８階第１委員会室 

 

３ 出 席 者  教 育 長         吉川 雄二 

教育長職務代理者     佐藤 藤枝 

教育委員         木村 敦子 

教育委員         春木 伸一 

教育委員         多田 和博 

＜事務局職員＞ 

教育部長         内田 弥昭 

少年対策参事官      谷口 敏英 

教育次長         向井 成人 

副理事          桑原 浩明 

（生涯学習課長事務取扱） 

図書館統括館長      松浦  茂一           

教育総務課長       馬來田 善準 

学校教育課長       氣谷 達郎 

保健給食課長       坂井 小由里 

青少年課長        松田 玲子 

スポーツ課長       石井  穣 

文化財保護課長      天谷 賢一 

図書館長         中野 裕三 

みどり図書館長      橋詰  豊 

桜木図書館長       田畑 裕嗣 

調整参事         黒川 忠興 

教育総務課副課長     前川 昌司 

教育総務課課長補佐    吉川 貴大 

教育総務課主幹      吉田 浩一 

 

４ 議  題 

  議 案 

第１号議案 市指定文化財の指定解除について 

第１号報告 専決処分（福井市結核対策委員会委員の委嘱）の承認を求めることに 

      ついて 

第２号報告 専決処分（社会教育指導員の委嘱）の承認を求めることについて 

報 告 

        （１）平成３１年４月 福井市教育委員会事務局職員の異動について 

（２）平成３１年度 福井市教育委員会事務局に勤務する教職員について 
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        （３）福井市学校給食施設整備基本構想について   

  

５ 議事の経過 

開会の前、事務局管理職の新旧交代のあいさつを行なった。 

（１）開会、教育長あいさつ 

（２）会議録署名委員の指名   佐藤 藤枝 委員  春木 伸一 委員 

（３）議事の要旨 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

 

 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

はじめに、第１号議案 市指定文化財の指定解除について、事務局から説明を

求める。 

 

福井市文化財保護条例第４条第１項及び福井市文化財保護条例施行規則第５

条第１項第２号の規定により、福井市指定文化財の指定を解除したいので、教育

委員会の議決を求めるものである。今回解除する文化財は福井市飯塚町にある

「木造聖観音菩薩立像」、福井市花野谷町から出土した「花野谷古墳群出土品」

及び福井市本堂町の高雄神社に伝わる「オシッサマのお渡り」と言われる祭りの

３件である。いずれも平成３１年３月２２日付で福井県指定文化財の指定を受け

たためである。 

 

ただ今の説明について、御意見、御質問等はないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

それでは、第１号議案 市指定文化財の指定解除について、原案のとおり承認

することで御異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

 第１号議案を原案のとおり承認する。 

 

次に、第１号報告 専決処分（福井市結核対策委員会委員の委嘱）の承認を求

めることについて、事務局から説明を求める。 

 

 福井市教育委員会所管事務委任規則第２条第２項の規定により、福井市結核対

策委員会委員７名の委嘱を専決処分したので、その承認を求めるものである。委

嘱期間は平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までの１年間である。な

お、委員のうち３名は新任である。 

 

ただ今の説明について、御意見、御質問等はないか。 

 

 福井市保健所長が新任で入ったのは、中核市移行に伴ってなのか。 
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事務局 

（保健給食課長） 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（生涯学習課長） 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（教育部長） 

 

 

 

 そのとおりである。これまでは福井健康福祉センター所長が委員に入ってい

た。 

 

他に何かないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

それでは、第１号報告 専決処分（福井市結核対策委員会委員の委嘱）の承認

を求めることについて、報告のとおり承認することで御異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

 第１号報告を報告のとおり承認する。 

 

次に、第２号報告 専決処分（社会教育指導員の委嘱）の承認を求めることに

ついて、事務局から説明を求める。 

 

福井市教育委員会所管事務委任規則第２条第２項の規定により、社会教育指導

員１名の委嘱を専決処分したので、その承認を求めるものである。先月の定例教

育委員会で５名の社会教育指導員を委嘱したところだが、残り１名が決まったた

め、専決処分したものである。 

 

ただ今の説明について、御意見、御質問等はないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

それでは、第２号報告 専決処分（社会教育指導員の委嘱）の承認を求めるこ

とについて、報告のとおり承認することで御異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

第２号報告を報告のとおり承認する。 

 

次に報告事項に移る。報告（１）平成３１年４月福井市教育委員会事務局職員

の異動について、事務局から説明を求める。 

 

 報告（１）平成３１年４月１日付福井市教育委員会事務局職員の異動について、

御報告申し上げる。 

 まず、今回の定期異動の基本方針であるが、中核市移行や北陸新幹線福井開業

を見据えた上で、昨年度からの財政再建の取組を踏まえ、組織の見直しを行った。 

次に今回の異動規模であるが、異動者総数９３８人で、昨年度比２３人少ない
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吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（教育部長） 

 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（教育部長） 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

異動となっている。また、採用・退職状況であるが、退職者数１３７人に対して、

新規採用者数が８３人、フルタイム再任用職員が３５人となり、合計職員数は２,

３２７人、昨年度比４５人減となっている。 

組織体制の見直しであるが、大きく４つの見直しを行ったところであるが、そ

の中で教育委員会に関係するものとして、市民に分かりやすい組織機構とするた

め、部局内の所属の階層を現行の３階層から２階層に変更した。これに伴い、「生

涯学習室」を「生涯学習課」に変更し、所属長の役職名を「教育委員会事務局副

理事（生涯学習課課長事務取扱）」に変更した。その他として、３月定例教育委

員会でご説明したが、東郷幼稚園と東郷保育園を、東郷こども園に統合し、東郷

幼稚園を廃園とした。 

 

― 以降、会議資料を基に異動の概要を説明 ― 

 

ただ今の説明について、御意見、御質問等はないか。 

 

教育委員会事務局全体では職員数は増えているのか、減っているのか。 

 

 学校勤務の調理技師と施設技師の新規採用を行っていないため、正規職員数は

減少しているが、再任用や一般職非常勤職員で補充している状況である。今回の

人事異動では図書館が１名減となっている。 

 

福井国体が終了したので、国体推進部の職員は異動してきていないのか。 

 

今回の異動でスポーツ課が１名減であるが、昨年１２月の人事異動で国体推進

部の職員を１名配置しているので、差し引きゼロである。 

 

他に何かないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

次に報告（２）平成３１年４月 福井市教育委員会事務局に勤務する教職員に

ついて、事務局から説明を求める。 

 

 今回の異動により、３名の教員が至民中学校、福井県教育庁および福井大学に

異動となり、新たに３名の教員が勤務することとなった。 

 

― 以降、会議資料を基に異動の概要を説明 ― 

 

ただ今の説明について、御意見、御質問等はないか。 

 

― 特に意見なし ― 
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吉川教育長 

 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

春木委員 

 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

春木委員 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

春木委員 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

多田委員 

 

 次に、報告（３）福井市学校給食施設整備基本構想について、事務局から説明

を求める。 

  

 福井市学校給食施設整備基本構想を策定したので報告させていただく。福井市

の学校給食は、北部・南部・美山の３か所の学校給食センターと、３８か所の単

独調理校で完全給食を提供しているところである。しかしながら、現在多くの施

設で老朽化が進行し、国の最新の衛生管理基準に対応していない状況である。そ

うした状況を踏まえ、今後の学校給食の在り方を示すため、基本構想を策定した。 

 

― 以降、会議資料を基に概要を説明 ― 

 

ただ今の説明について、御意見、御質問等はないか。 

 

 一部センター化の場合、単独調理校はどのくらい残る予定なのか。 

 

 概ね５００食未満の小学校と、すべての中学校をセンター化するので、９校程

度の小学校が残る予定である。 

 

 すべてのパターンで北部学校給食センターが廃止となっているが、現在どのく

らいの調理能力があるのか。 

 

現在５,４００食の調理能力がある。 

 

 

廃止した後はどうするのか。 

 

 北部学校給食センターは耐震性の基準を満たしていないため、解体することに

なる。 

 

 その分を新センターが担うことになるのか。 

 

 そのとおりである。 

 

 

 新センターの名称はどのように考えているのか。 

 

 現在、検討中である。建設場所についても、今年度の実施計画策定の中で検討

していきたい。 

 

一部センター化のパターンでは、概ね５００食未満はセンター化となっている

が、３００食の美山学校給食センターは廃止しないのか。 
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事務局 

（保健給食課長） 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

多田委員 

 

 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

 

 

多田委員 

 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

吉川教育長 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（教育総務課長） 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

吉川教育長 

 

 

 美山学校給食センターは平成８年建設と比較的新しいことから、当分の間は維

持していきたい。 

 

 美山学校給食センターは３００食が最大なのか。 

 

 ３６０食が最大である。 

 

 

 食中毒の発生リスクと感染範囲の関係について、調理箇所が多いと発生リスク

が高くなり、調理食数が少ないと感染範囲が少なくて済むという考え方で良い

か。 

 

 そのとおりである。近年の学校給食センターは１万食や２万食など、大規模な

センターが建設されている。そういったセンターでは献立によって調理ラインを

分けるライン化と、センター内を汚染区域と非汚染区域に区別するなど、厳しい

衛生基準を満たし、感染症発生のリスクを抑えた設計となっている。 

 

 災害時への対応として、近隣市町が被災した時の支援については何か考えてい

るのか。 

 

 近隣市町が被災した時の支援については、学校給食センターに求められる機能

にはなっていない。 

 

 連携中枢都市圏構想の中で出来ることがあるのかもしれないが、現段階では具

体的なことは決まっていない。 

 

他に何かないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

予定していた審議事項は以上であるが、他に何かないか。 

 

 お手元に四半期ごとの行事報告・行事予定を配布させていただいたので、御確

認いただきたい。 

 

お手元に第３回福井市学校規模適正化検討委員会の議事録を配布させていた

だいたので、御確認いただきたい。 

 

 今年度の１回目の会議はいつ頃を予定しているのか。 
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事務局 

（学校教育課長） 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（教育総務課課長補佐） 

 

吉川教育長 

 

 

 ５月から６月を予定している。 

 

 

 お手元に郷土歴史博物館と美術館の行事予定を記したリーフレット等を配布

させていただいたので、御確認いただきたい。 

 

最後に事務局から次回の日程についてお願いする。 

 

次回の定例教育委員会について、５月２１日（火）１５時００分から、場所は

福井市役所８階第３委員会室にて開催するので、御出席いただきたい。 

 

以上をもって会議を終了する。 

 

令和元年 ５月２１日 

 

  署名委員  佐藤 藤枝 

 

  署名委員  春木 伸一 

      

                   会議録作成職員  吉田 浩一 

 

 

 

 

 


